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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月15日(2017.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　斜面からの落下物を防護すべく、斜面幅方向に間隔を開けて立設される複数の支柱と、
これらの複数の支柱によって斜面幅方向に支持される落下物の防護体と、を有する落下物
防護装置の吊り足場であって、
　前記各支柱の上部から吊り下げられる足場支持材と、この足場支持材によって支持され
、斜面幅方向に延設される足場材と、を有することを特徴とする落下物防護装置の吊り足
場。
【請求項２】
　前記支柱は、谷側方向に傾斜して設けられ、かつ、前記落下物の防護体は、前記支柱の
上部に支持されることを特徴とする請求項１に記載の落下物防護装置の吊り足場。
【請求項３】
　前記支柱と前記足場支持材とのなす角度を所望の角度に設定するための角度設定部材を
さらに有することを特徴とする請求項１に記載の落下物防護装置の吊り足場。
【請求項４】
　前記角度設定部材は、前記支柱と前記足場支持材との間に介在して支持されると共に、
前記支柱を支点にして前記足場支持材を支持することを特徴とする請求項３に記載の落下
物防護装置の吊り足場。
【請求項５】
　前記足場材には、吊り下げ前後において、その初期の形状を維持し得る剛性が確保され
ていることを特徴とする請求項１から３の何れかに記載の落下物防護装置の吊り足場。
【請求項６】
　前記足場材、および前記足場支持材が、鋼製パイプで構成されていることを特徴とする
請求項１から４の何れかに記載の落下物防護装置の吊り足場。
【請求項７】
　前記足場支持材は、前記支柱に対して着脱自在に吊り下げられていることを特徴とする
請求項１から５の何れかに記載の落下物防護装置の吊り足場。
【請求項８】
　前記足場支持材に対して、その上下複数段に前記足場材が連結されていることを特徴と
する請求項１から６の何れかに記載の落下物防護装置の吊り足場。
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【請求項９】
　斜面における吊り足場の設置方法であって、
　斜面幅方向に間隔を開けて複数の支柱を立設すると共に、この斜面上に吊り足場を展開
すべく前記斜面幅方向に足場材を延設し、さらに、前記支柱の上部より前記足場材を吊り
下げてなる吊り足場の設置方法。
【請求項１０】
　前記足場材と前記支柱の上部とを連結する足場支持材を前記支柱の立て込みに先立って
支柱の上部に連結し、
　さらに前記足場支持材を、前記支柱の立て込みに伴って支柱上部より吊り下げることを
特徴とする請求項８に記載の吊り足場の設置方法。
【請求項１１】
　斜面幅方向に間隔を開けて複数の支柱を有すると共に、この支柱によって斜面幅方向に
落下物の防護体を展開支持する落下物防護装置を斜面に設置する際、前記足場材を吊り下
げるための支柱として前記落下物防護装置用の支柱を用いることを特徴とする請求項８又
は９に記載の吊り足場の設置方法。
【請求項１２】
　前記足場材の位置を、前記支柱を支点にして設定変更することを特徴とする請求項８か
ら１０の何れかに記載の吊り足場の設置方法。
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